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「いわて年末年始無災害運動」及び「冬季転倒災害防止対策強化期間」が始まります

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう！

詳しくはこちら
岩手労働局 健康安全課

職場のあんぜんサイト

はこちら

岩手県においては、12月から1月にかけての寒冷期に発生する転倒災害の約6割、交通労働災害の約5割
が凍結路面など冬季特有要因によるものとなっており、冬季における労働災害防止が極めて重要となってい
ます。また、年末年始は慌ただしさも加わり、労働災害のリスクが高まる時季です。
このため、岩手労働局では、 12月1日から令和8年1月31日まで「いわて年末年始無災害運動」を展開

します。また、冬季間の転倒災害を防止するため、12月から2月まで「冬季転倒災害防止対策強化期間」
と定め、「いわて年末年始無災害運動」と連動し、転倒災害防止に取り組みます。
各事業場においても、各労働災害防止団体等と連携し、冬季特有災害を防止しましょう。

「 あなたの安全家族の願い年末年始も無災害

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うた
めには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する
年次有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の
様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時
間単位の年次有給休暇（※２）の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するため
に、この春に向けて導入をご検討ください。詳しくは、
「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただく
か、岩手労働局雇用環境・均等室（019-604-
3010）にお問い合わせください。
（（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除
いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、
計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
（※２）年次有給休暇の付与は
原則１日単位ですが労使協定を
締結すれば年５日の範囲内で
時間単位の取得が可能となります。
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岩手県最低賃金は令和7年12月1日から、時間額1,031円に改正されます。最低賃金は、年齢やパート・学生

など働き方の違いにかかわらず、働く全ての人に適用されます。日給の方や月給の方が最低賃金額以上の支払と

なっているかの確認も忘れずに行いましょう。

なお、厚生労働省では、最低賃金を引き上げる中小企業・小規模事業者に向けて、業務改善助成金をはじめとす

る各種支援策を実施していますので、是非ご利用ください。

「ストレスチェック」の実施が全ての事業場の義務となります！ 3年以内に施行！

改正安全衛生法等
に係る特設ページ

▶▶▶

「ちゃんとチェック 最低賃金」 岩手県最低賃金 時間額 1 , 0 3 1 円

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安
全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う労働安全衛生法の改正が行われました。
メンタルヘルス対策の推進に関するストレスチェックについて、現在、当分の間努力義務となっている常用労働
者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられ、法改
正が公布された令和７年５月から３年以内に施行されます。
国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう50人未満の事業場に即したストレスチェックの

実施体制・実施手法のマニュアルの作成や、医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健
センターの体制拡充などの支援を進めていきますが、各事業場においても、制度の内容の把握や外部委託を含め
た実施体制の検討、予算化など実施の準備をお願いします。

賃金引上げ特設ページ

支援助成金
パッケージ

業務改善助成金

〇 労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者
を対象として、登録産業医等による 産業保健サービスを
無料で提供。
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